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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１２月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（かき筏
いかだ

） 

発生日時 平成２９年９月４日 １７時４０分ごろ 

発生場所 広島県江田島市長浜海岸南西方沖 

釣士
りょうし

田
だ

港釣士田防波堤灯台から真方位２６３°１.１海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３４°０８.５′ 東経１３２°２８.９′） 

事故の概要 水上オートバイ G T X
ジーティーエックス

 LIMITED
リ ミ テ ッ ド

300 は、遊走中、かき筏に衝突し

た。 

GTX LIMITED300は、船長が死亡し、フロント収納スペースカバーの

裂断等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年９月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ GTX LIMITED300、０.２トン 

２７０－４８４００広島、株式会社小柳建設（Ａ社） 

３.１０ｍ（Lr）×１.１６ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１９３kＷ、平成２８年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３９歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２６年５月１３日 

免許証交付日 平成２６年５月１３日 

        （平成３１年５月１２日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 本船 フロント収納スペースカバーが裂断、船首船底部及び両舷中央

部外板に擦過傷 

かき筏 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約２.１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ社担当者は、本船に船長が１人で乗り組み、同乗者１人を前部座

席に腰を掛けさせ、その後方で操縦ハンドルを握り、平成２９年９月

４日１７時３０分ごろ江田島市大柿
おおがき

町に所在する長浜海岸を出発し、
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同海岸南西方沖で遊走するところを目撃した。 

Ａ社担当者は、長浜海岸で仲間と雑談をしていたところ、１７時４

０分ごろ、ガシャという音を聞いて海上の方を振り返ると、本船がか

き筏（以下「本件かき筏」という。）に衝突した状態で停止し、船長

が本件かき筏の上で倒れ、同乗者が本船に腰を掛けた状態でいるとこ

ろを認めた。 

Ａ社担当者は、長浜海岸にある海洋レジャー施設の管理人に救助を

求め、同施設が所有するモーターボートで管理人と共に本件かき筏に

向かった。 

Ａ社担当者は、本件かき筏に到着し、本船のエンジンを止めた後、

１１９番通報を行った。 

船長は、同乗者と共にモーターボートで長浜海岸に運ばれた後、救

急車で病院に搬送されたものの、死亡が確認され、全身打撲による大

動脈破裂と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船の損傷状況（船首

部）、写真２ 本船の損傷状況（船底部）、写真３ 本件かき筏の設

置状況、写真４ 本件かき筏 参照） 

 その他の事項 Ａ社担当者は、５人の仲間と共に定員３人の水上オートバイ１隻に

よる遊走の目的で、４日正午前に長浜海岸に到着し、全員が一通り遊

走を行った後、バーベキューなどを行い、寒かったので、夕方まで火

の周りにいた。 

船長は、水上オートバイの乗船経歴が約３年で、この間長浜海岸に

おける遊走の経験が５０回以上あり、本船を操縦した経験が約１０～

１５回あった。 

Ａ社担当者は、自らの経験から、船長が前方を見通せるように腰を

浮かせた姿勢で操縦していたのではないかと本事故後に思った。 

本船の取扱説明書によれば、安全情報として操縦者及び同乗者はシ

ートに正しく座り、同乗者は前の人の腰に掴
つか

まって走行中は常にその

状態を保つよう記載されていた。 

船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、長浜海岸南西方沖において遊走中、本件かき筏に衝突した

ものと考えられるが、船長が死亡し、同乗者からも情報が十分に得ら

れなかったため、本船が本件かき筏に衝突した状況を明らかにするこ

とはできなかった。 

船長の死因は、全身打撲による大動脈破裂であった。 

船長は、本船が本件かき筏に衝突して船外に投げ出された際、全身
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を強く打ったことにより死亡したものと考えられるが、その状況を明

らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、長浜海岸南西方沖において遊走中、本件かき筏

に衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイでは、同乗者を操縦者の前に乗せないことが望ま

しい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故発生場所 

（平成２９年９月４日 

１７時４０分ごろ発生） 

広島市 

広島県 

江田島市 

呉市 

 

長浜海岸 

江田島市 

愛媛県 
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写真１ 本船の損傷状況（船首部） 

 

 
 

写真２ 本船の損傷状況（船底部） 

 

 

 

フロント収納スペースカバーの裂断状況 

船首船底部の損傷状況 
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写真３ 本件かき筏の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 本件かき筏 

 

 

撮影場所及び撮影方向 
長浜海岸 

本件かき筏 

本件かき筏 


